
 

37 昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
四
日
提
出 

質

問

第

三

七

号 

    

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

臨
時
物
資
需
給
調
整
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

橫 

田 

甚 

太 

郞 

 

一 

 



 

こ
の
法
案
と
現
行
臨
時
物
資
需
給
調
整
法(

来
年
三
月
失
効)

と
の
違
う
点
は
何
々
か
。
又
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
は
来
年

三
月
で
失
効
せ
し
め
る
つ
も
り
か
。 

通
産
省
で
は
、
消
費
物
資
規
制
法
案(

仮
案)

な
る
も
の
を
作
成
中
と
き
く
が
、
法
案
の
名
称
は
な
ん
と
い
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 

臨
時
物
資
需
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調
整
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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